乗務員用カバン作製　仕様書
（適用範囲）
第１条　本仕様書は、乗務員用カバン作製について適用する。

（関係法規）
第２条　本契約について、請負人は、京都市交通局契約規程その他関係法令及び諸規定を守らなければならない。

（疑義の照会）
第３条　本仕様書に疑義が生じた場合、請負人は直ちに京都市交通局に申し出て、双方協議するものとする。

（機密保持）
第４条　請負人は、本契約に関連して知得した、京都市交通局の業務上の資料又は知識を、京都市交通局の許可又は承諾なくして第三者に漏洩してはならない。また、京都市交通局が貸与した資料等は、本契約が完成した後、直ちに返還しなければならない。

（変更等）
第５条　京都市交通局において、必要と認めた場合の軽微な変更は、本契約の範囲内において行うものとする。

（関連事項）
第６条　本仕様書は、契約の大綱を示すものであり、本仕様書に記載のない事項でも、本契約の遂行上当然必要な事項は、請負人の責任において実施するものとする。

（内　容）
第７条　特記仕様書による。
（権利関係）

第８条　乗務員用カバン作製にかかる著作権等、各種権利は京都市交通局に帰属するものとする。

（保証）

第９条　当該業務に関する隠れた瑕疵があった場合、請負人は契約期間後であっても、請負人の責任において無償で交換を行うものとする。
（仕様書の解釈・変更等）

第10条　請負人は本仕様書において明記されていない事項及び不明な事項については、契約前に必ず照会し、契約後においては、京都市交通局の解釈に従わなければならない。また、契約後においても京都市交通局が必要と認めた場合は、多少の変更及び追加を行うことができる。
特記仕様書
１　品名・数量

　　乗務員用カバン ・・・ ８０個
２　仕様
（1） サイズ ： 外寸縦約１６ｃｍ，横約２５ｃｍ，幅約８ｃｍ
（2） 外ポケット ： 表面には縦約６ｃｍ， 横約１３ｃｍの蓋つきポケットを設け、裏面には
ＩＣカードの入るビニールポケットを設けること。
（3） 内ポケット ： 深さ約１２ｃｍのポケットを設け、裏面側には交通局が販売している
地下鉄・バス１日券（２種）及び予備１種が券種毎に縦向きで
収納できるポケットを設けること。（縦約６.５ｃｍ，１つのポケットに最大２０枚収納。）
（4） 生　　　地：コーデュラ（CORDURA®）
※納品の際に上記生地を使用していると証明できるもの(出荷証明書など)の提出を
お願い申し上げます。
　　※自動車部管理課にて、見本品の閲覧可能。
３　納入期限
　　令和８年７月１５日
４　納入場所
　　京都市交通局自動車部管理課
　　京都市右京区太秦下刑部町１２（ＳＡＮＳＡ右京庁舎内　４階）
